
岩
手
県
県
北
地
域
に
お
け
る

大
山
林
所
有
者
の
林
業
経
営
動
向

?百

島

康

記

(
岩
手
大

学

農

学
部
〉

こ
の
報
告
は
、
岩
手
大
学
農
学
部
演
習
林
報
告
第
五

号
(
昭
和
四
十
八
年
三
月
)
掲
載
の
船
越
昭
治
と
福
島

に
よ
る
「
木
炭
生
産
の
崩
壊
と
山
村
の
変
貌
」
の
う
ち

福
島
の
執
筆
に
な
る
第
三
章
育
林
の
展
開
|
|
大
山

林
所
有
者
の
林
業
経
営
動
向
に
沿
っ
て
お
こ
な
っ

た
。
な
お
、
研
究
会
当
日
そ
の
第
三
節
人
工
造
林
の

開
始
、
第
四
節

山
村
経
済
の
変
貌
と
育
林
生
産
の
動

向
(
一
二
五
ペ
ー
ジ
〉
を
配
付
し
た
。



と
の
船
越
・
福
島
論
文
は
、
か
つ
て
の
木
炭
生
産
県

岩
手
県
に
お
け
る
木
炭
生
産
の
展
開
と
崩
壊
を
軸
と
す

る
山
村
経
済
の
変
貌
過
程
を
辿
っ
た
も
の
だ
が
、
福
島

の
分
担
し
た
部
分
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
船
越
氏

執
筆
の
部
分
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。

研
究
会
に
お
け
る
報
告
は
、
時
間
の
制
限
も
あ
っ

て
、
む
し
ろ
配
布
資
料
を
補
足
的
に
説
明
す
る
と
い
う

形
で
、
単
純
化
し
て
お
こ
な
っ
た
が
、
「
林
業
経
済
」

に
掲
載
す
る
た
め
、
い
ち
お
う
完
結
し
た
形
に
整
理
し

た。

済経業林

一
、
課

題

岩
手
県
県
北
地
域
は
木
炭
生
産
が
最
も
遅
く
ま
で
お

こ
な
わ
れ
た
地
域
で
あ
り
、
ま
た
名
子
主
的
地
頭
の
大

山
林
所
有
地
帯
と
し
て
知
ら
れ
た
地
域
で
あ
り
、
農
地

改
革
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
そ
の
大
山
林
所
有
が
問
題
と

(
1〉

な
り
、
ま
た
、
船
越
氏
が
我
が
国
林
業
発
展
の
タ
イ
プ

と
し
て
先
進
・
不
在
村
商
人
地
主
型
・
用
材
林
生
産
地

帯
と
し
て
の
吉
野
・
天
竜
型
に
対
比
さ
せ
後
進
・
在
村

土
豪
地
主
型
・
薪
炭
生
産
地
帯
と
し
て
岩
手
・
島
根
型

(2
〉

を
あ
げ
た
そ
の
中
心
と
な
る
地
域
で
あ
る
、
と
い
う
よ

う
に
幾
つ
か
の
意
味
で
そ
れ
自
体
興
味
あ
る
研
究
対
象

で
あ
る
こ
と
、

山
村
経
済
の
変
貌
過
程
の
中
で
中
小
山

林
所
有
の
問
題
も
重
要
で
あ
る
が
、
こ
の
地
域
に
関
し

て
は
、
ま
ず
大
山
林
所
有
が
山
村
経
済
に
対
し
て
も
つ

意
義
が
問
題
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
幾

つ
か
の
間
題
点
を
布
石
に
置
き
つ
つ
、
さ
し
あ
た
り
大

山
林
所
有
者
の
林
野
の
利
用
を
め
ぐ
る
実
態
を
明
か
に

の
も
の
が
多
い
〉
を
な
し
て
い
る
の
も
、
系
譜
的
に
当

然
だ
が
、
特
徴
的
で
あ
る
。
調
査
は
、
き
き
と
り
の
ほ

か
、
森
林
計
画
の
資
源
調
査
森
林
簿
を
集
計
整
理
し
、

参
考
と
し
た
。
な
お
、
各
所
有
者
の
所
有
面
積
は
、
戦

前
は
よ
り
大
き
な
も
の
で
あ
っ
た
(
後
述
)
。
各
家
の

現
在
の
職
業
な
い
し
家
計
の
基
礎
は
、
何
れ
も
が
山
林

管
理
を
お
こ
な
っ
て
い
る
に
し
て
も
、

A
、
J
が
商
業
、

ー
が
素
材
生
産
販
売
と
木
炭
生
産
と
山
林
収
入
、

K
が

木
炭
生
産
販
売
と
山
林
収
入
、

c、
D
、
L
が
素
材
生

産
販
売
と
山
林
収
入
に
よ
っ
て
い
る
ほ
か
、
山
林
収
入

(
立
木
販
売
収
入
)
に
よ
っ
て
い
る
。

注

ω
農
林
省
統
計
情
報
部
「
日
本
農
業
の
地
域
構
造
|

畑
作
部
門
分
析
」
参
照
。

、
林
野
に
お
け
る
地
主
的
土
地
所
有
の
形
成
と
前

期
的
経
営

済

こ
の
地
域
で
は
、
早
く
か
ら
、
地
主
の
用
材
林
・
薪

炭
林
管
理
の
強
化
、
「
全
寄
生
的
な
」
畜
産
手
作
経
営

お
よ
び
牛
馬
小
作
の
拡
大
へ
の
指
向
が
み
ら
れ
る
。

九
戸
郡
山
形
村
の

E
家
の
ば
あ
い
、
明
治
中
期
、
枕

木
・
薪
炭
そ
の
他
林
産
物
の
需
要
拡
大
に
と
も
な
う
山

林
地
代
の
発
生
・
上
昇
に
よ
り
、
山
主
H

所
有
名
儀
者

の
農
民
の
土
地
利
用
に
対
す
る
負
課
・
規
制
が
増
強
さ

れ
る
。

山
主
に
提
供
す
る
「
や
と
い
」
人
夫
(
一
戸
一

O
人
〉
の
倍
増
、
林
野
の
使
用
収
益
に
対
す
る
対
価
支

払
、
山
主
の
牛
馬
預
託
飼
育
(
牛
馬
小
作
)
、
割
山
新

設
の
許
可
制
・
そ
の
後
禁
止
、
放
牧
地
の
立
木
の
禁

伐
、
山
林
お
よ
び
欝
閉
度
の
高
い
採
草
地
の
火
入
れ
禁

経業十
小

J
'
A1
 

す
る
こ
と
に
前
記
論
文
第
三
章
の
眼
目
を
お
い
た
。
そ

れ
を
幾
分
と
も
論
理
的
に
整
理
し
つ
つ
、
山
林
所
有
お

よ
び
山
林
所
有
者
の
林
業
経
営
を
類
型
化
し
、
そ
の
意

義
を
明
か
に
し
よ
う
と
し
た
。

注

ω
農
地
改
革
記
録
委
員
会
「
農
地
改
革
願
末
概
要
」、

森
厳
夫
な
ど
「
林
野
利
用
|
東
北
地
方
に
お
け
る
操

業
的

・
農
民
的
開
発
の
実
態
」
(
農
政
調
査
委
員
会

「
日
本
の
農
業
あ
す
へ
の
歩
み
五
七
」
〉
、
安
永

朝
海
「
大
規
模
育
林
経
営
の
展
開
を
め
ぐ
っ
て
」

(
林
業
経
済
二
二
五
号
)
な
ど
参
照
。

ω
船
越
昭
治
「
日
本
林
業
発
展
史
」
一
五
六
J
一
五

七
頁
参
照
。

二
、
地
域
と
山
林
所
有
者
の
概
況

こ
の
地
域
は
、
嘗
て
は
自
給
的
畑
作
を
基
礎
に
し
て

商
品
生
産
と
し
て
は
雑
穀
・
豆
類
の
生
産
、
馬
産
、
薪

炭
生
産
を
三
本
の
柱
と
し
た
地
域
で
あ
っ
た
。
現
状
で

は
、
農
業
生
産
は
畑
作
酪
農
(
北
上
川
上
流
)
、
畑
作
、

畑
作
果
樹
(
北
部
)
、
畑
作
畜
産
(
下
閉
伊
)
の
各
(
畑

(1
〉

作
)
地
帯
に
分
化
を
み
せ
て
い
る
が
、
共
通
し
て
、
出

稼
先
は
北
洋
↓
北
海
道
林
業

・
土
建
↓
青
森
三
八
地
方

土
建
↓
京
浜
工
業
・
土
建
と
推
移
を
み
せ
つ
つ
も
出
稼

供
給
地
帯
で
あ
る
。

嘗
て
広
大
な
放
牧
地
を
擁
し
た
林
野
は
戦
後
馬
産
の

壊
滅
と
と
も
に
樹
林
地
化
し
て
ゆ
く
が
、
国
道
四
号
線

と
国
鉄
東
北
本
線
に
沿
う
地
域
で
早
く
か
ら
用
材
生
産

，4
 

(
枕
木
〉
が
お
こ
な
わ
れ
、
商
人
資
本
の
土
地
所
有
へ

の
転
化
・
土
豪
的
地
主
と
の
代
位
も
み
ら
れ
、
そ
の
白

止
、
禁
伐
樹
種
の
設
定
、
木
炭
生
産
に
対
す
る
現
物
地

代
の
提
供
、
な
ど
を
内
容
と
す
る
一
連
の
土
地
管
理
の

措
置
が
強
行
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
す
る
農
民
の
抵
抗
は
激
烈
を
極
め
た
が
、

当
初
共
有
権
回
復
の
ち
に
入
会
権
確
認
で
争
っ
た
訴
訟

が
著
し
く
長
び
き
(
明
治
十
九
年
提
訴
か
ら
昭
和
七
年

和
解
成
立
に
至
る
実
に
半
位
紀
)
、
訴
訟
費
用
負
担
や

数
度
に
わ
た
る
仮
処
分
に
よ
る
林
野
立
入
り
一
切
の
禁

止
に
よ

っ
て
農
民
は
困
窮
を
極
め
、
ま
た
自
給
肥
料
を

欠
い
た
た
め
、
耕
地
地
力
は
年
毎
に
低
下
し
た
。
こ
う

い
っ
た
経
緯
の
中
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
山
主
の
規
制

が
、
外
延
的
に
は
農
民
的
土
地
利
用
の
展
開
に
直
接
的

に
敵
対
し
、
内
包
と
し
て
農
民
の
蓄
積
を
阻
害
し
、
農

民
的
土
地
経
営

・
土
地
所
有
の
成
立
・
展
開
を
抑
圧
し

た
。
両
者
の
和
解
は
妥
協
的
に
成
立
し
、
農
民
は
林
野

の
分
割
利
用
の
権
利
を
獲
得
す
る
が
、
一
方
で
地
主
的

土
地
所
有
を
容
認
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
放
牧
地
の
限

定
、
薪
炭
林
お
よ
び
放
牧
地
の
樹
木
は
地
主
の
所
有
、

将
来
成
立
す
る
樹
木
は
折
半
収
益
、
杉
・

栗
に
限
り
地

主
所
有
、
「
や
と
い
」
人
夫
の
提
供
、
が
そ
の
内
容
で

あ
る
。

こ
の
事
例
を
典
型
と
す
る
農
民
の
抗
争
は
県
北

各
地
で
頻
発
し
た
。
訴
訟
件
数
で
二
戸
・
九
戸
両
郡
で

四

O
件
と
い
わ
れ
る
。
地
域
に
よ
っ
て
は
農
民
の
抵
抗

は
お
し
つ
ぶ
さ
れ
、
分
割
利
用
の
権
利
す
ら
得
ら
れ
な

か
っ
た
。

独
占
的
土
地
所
有
の
成
立
は
、
前
期
的
商
業
資
本
の

活
動
に
絶
好
の
条
件
を
与
え
、
隷
属
的
薪
炭
生
産
農
民
、

従
属
的
焼
子
に
よ
る
製
炭
を
広
汎
に
発
生
さ
せ
る
と
と

然
的
条
件
に
よ
っ
て
ス
ギ
人
工
造
林
も
比
較
的
早
く
か

ら
お
こ
な
わ
れ
た
。
北
部
三
陸
沿
岸
地
域
で
も
種
市
な

ど
で
船
材
需
要
に
応
ず
る
ス
ギ
人
工
造
林
が
部
分
的
に

お
こ
な
わ
れ
、

北
上
山
系
内
部
で
も
北
部
の
現
在
農
山

村
と
さ
れ
る
地
域
で
は
沢
沿
い
に
幾
分
と
も
ス
ギ
が
植

林
さ
れ
た
が
、
全
体
と
し
て
現
在
で
も
広
葉
樹
お
よ
び

天
然
生
ア
カ
マ
ツ
地
帯
で
あ
り
(
昭
和
四
十
三
年
現
在
、

人
工
林
率
二
四
%
、
針
葉
樹
林
率
三
三
%
)
、
人
工
造

林
は
戦
後
の
ア
カ
マ
ツ
の
造
林
を
主
体
と
し
て
い
る
。

こ
の
地
域
の
北
上
山
系
に
五

O
O
加
以
上
の
所
有
地

を
も
っ
大
山
林
所
有
者
の
全
部
の
き
き
と
り
調
査
を
す

る
計
画
で
あ
っ
た
が
、
数
例
が
不
在
の
た
め
洩
れ
、
ま

た
、
所
有
者
の
経
営
類
型
を
網
羅
す
る
必
要
か
ら
し
て

数
例
、
五

O
O加
以
下
の
所
有
者
も
含
ま
せ
た
。
結
局

久
慈
市
A
家
(
現
在
三
七

O
加
所
有
〉
、
九
戸
郡
軽
米

町
B
家
(
一
一

O
仰
)
、
種
市
町
C
家
(
四
九

O
加)、

D
家
(
二

O
O加)、

山
形
村
E
家
(
二
、
七

O
O加
)
、

F
家
会
二
、

0
0
0加
と
い
わ
れ
る
〉

G
家
(
二
、
七

O
O如
)
、

H
家
(
八
五

O
加〉、

I
家
(
七
五

O
加〉

九
戸
村
J
家
(
三
七

O
加
)
、

K
家
(
二
八

O
加
)
、

二
戸
郡
一
戸
町
L
家
(
一
、

0
0
0加
)
、
M
一
族
(
五

二
O
加
〉
、

N
家
(
三

O
O加、

青
森
県

に
四

0

0

加
〉
の
一
四
家
か
ら
き
き
と
り
を
お
こ
な
っ
た
。

A
家

(
米
穀
商
を
営
ん
で
い
た
〉
、

H
家

(
系
譜
不
明
)
、

J
家
(
呉
服
商
〉
、

M
一
族
(
貿
易
商
の
系
譜
)
、

N

家
(
木
材
商
を
営
ん
で
い
た
)
の
五
例
を
除
い
て
旧
地

頭
・
山
守
の
系
譜
を
継
ぐ
も
の
と
み
ら
れ
、
所
有
林
家

は、

N
家
を
除
い
て
主
要
部
分
が
一
団
地
(
一
町
村
内

も
に
、
「
や
と
い
」
に
よ
る
地
主
の
畜
産
経
営
、
牛
馬

小
作
を
拡
大
強
化
さ
せ
た
。
こ
れ
ら
土
地
所
有
お
よ
び

経
営
は
、
寄
生
地
主
制
の
一
環
を
な
す
も
の
で
あ
っ

た。
農
地
改
革
で
は
、
地
主
の
所
有
地
の
一
部
が
、
(
例

え
ば
、

E
家
約
一
、
二

O
O加、

F
家
約
七

O
O加、

G
家
三
五
加
)
買
収
さ
れ
、
農
民
の
所
有
に
移
さ
れ

た
。
し
か
し
、
放
牧
地
お
よ
び
薪
炭
林
は
買
収
の
対
象

か
ら
除
か
れ
た
し
、
牧
野
解
放
の
樹
冠
疎
密
度

0
・
三

の
基
準
に
よ
っ
て
買
収
を
免
か
れ
た
採
草
地
も
少
な
く

な
い
。
こ
れ
ら
牧
野
は
、
農
地
改
革
後
も
入
会
地
と
し

て
存
続
し
、
従
来
ど
う
り
の
利
用
が
続
け
ら
れ
た
。

こ

の
よ
う
な
権
利
関
係
を
背
景
に
、
山
形
村
で
は
、
農
地

改
革
後
も
「
や
と
い
」
が
継
続
さ
れ
、
地
主
の
畜
産
経

営
の
労
力
ピ

l
ク
を
消
化
す
る
の
に
使
用
さ
れ
て
き

た
。
家
畜
小
作
は
、
昭
和
四
十
二
年
の
県
肉
用
牛
振
興

対
策
事
業
の
一
環
と
し
て
の
雌
牛
の
貸
付
け
に
よ
り
ほ

ぼ
止
め
を
刺
さ
れ
る
。
き
き
と
り
を
お
こ
な
っ
た
大
山

林
所
有
者
は
、
山
形
村
を
除
い
て
、
戦
後
早
い
時
期

に
、
「
や
と

い
」
に
よ
る
畜
産
経
営
、
牛
馬
小
作
は
消

滅
し
た
と
伝
え
て
い
る
。
薪
炭
生
産
を
め
ぐ
る
前
期
的

経
営
は
、
昭
和
三
十
年
代
に
消
滅
し
た
。

筆
者
は
、
経
営
の
性
格
は
労
働
力
の
性
格
に
よ
り

(
基
礎
的
に
)
規
定
さ
れ
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
労
働

関
係
と
労
働
力
の
再
生
産
の
在
り
方
に
着
目
し
、
既
に

み
た
よ
う
な
森
林
(
林
野
利
用
)
経
営
を
、
直
接
的
に

地
主
的
土
地
所
有
に
基
づ
く
労
働
関
係
を
内
包
す
る
生

産
、
あ
る
い
は
地
主
的
土
地
所
有
に
媒
介
さ
れ
る
、
前

( 10 ) ( 11 ) 



済

期
的
資
本
に
よ
る
生
産
を
、
前
期
的
経
営
と
し
た
。
そ

の
よ
う
な
段
階
の
地
主
的
土
地
所
有
な
い
し
前
期
的
資

本
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
適
応
の
契
機
が
人
工
造
林
で
あ
っ

た。
注

経業林

こ
の
項
に
つ
い
て
は
、
農
村
問
題
調
査
会
「
木
炭
の

生
産
機
構
」
、
山
形
村
「
入
会
林
野
の
沿
革
と
現
況
」

な
ど
参
照
。

四
、
育
林
の
展
開
|
地
主
経
営

戦
前
か
ら
、
東
北
本
線
に
沿
っ
た
地
域
で
、
商
人
資

本
の
系
譜
を
ひ
く
地
主
に
よ
り
人
工
造
林
が
進
め
ら
れ

る
事
例
が
み
ら
れ
る
が

(
M
、
N
家
)
、
人
工
造
林
の

開
始
は
一
般
的
に
は
昭
和
二
十
五
年
以
降
の
こ
と
に
属

す
る
。農

地
改
革
を
経
て
農
民
に
よ
る
農
業
生
産
は
展
開
を

み
、
朝
鮮
戦
争
以
降
労
働
市
場
の
拡
大
が
み
ら
れ
る

が
、
そ
う
い
っ
た
背
景
を
お
い
て
、
莫
大
な
薪
炭
材
売

却
の
収
入

(
H
地
代
)
を
源
資
と
し
て
、
用
材
立
木
価

格
の
値
上
り
、
一
方
の
薪
炭
材
価
の
低
下
に
対
応
し
、

地
主
に
よ
る
人
工
造
林
が
進
行
す
る
。
そ
の
労
働
は
例

外
な
く
、
豊
富
に
存
在
し
た
農
民
の
農
閑
労
働
が
使
用

さ
れ
る
。
調
査
事
例
で
は
、
育
林
労
働
は
土
地
所
有
を

媒
介
と
し
て
調
達
さ
れ
る
も
の
は
み
ら
れ
ず
、
資
本
主

義
の
賃
労
働
と
み
な
さ
れ
る
。
地
主
に
よ
る
育
林
は
、

前
期
的
色
彩
を
払
拭
し
た
経
営
と
み
な
さ
れ
る
。
但

し
、
そ
れ
は
狭
小
な
労
働
市
場
、
停
滞
的
な
技
術
段
階

と
農
民
の
土
地
経
営
の
継
続
存
続
を
前
提
に
お
き
、
ま

た
そ
れ
を
条
件
と
す
る
地
主
経
営
に
外
な
ら
な
い
。
そ

調査林家の造林の推移

1戸当り
年平均新
植面積 面積率

hα 
2.4 

5.2 

3.2 

4. 1 

n
L

ヴ

'
q
d
戸

b

•
.
•• 

4
9
n
h
v
Qd
n
L
 

1直

0.93 

2.04 

1. 25 

1. 61 

0.60 

O. 96 

1. 34 

0.37 

新年平均新
植面積

計

hα 
19.0 

41. 4 

25.8 

32. 7 

12.5 

20.0 

28目 0

7. 7 

新植面積

計

/Za 
95.2 

207.0 

128.9 

98， 1 

62. 7 

99.8 

140. 1 

23.2 

分

昭26~30

31~35 

36~40 

41~43 

26~30 

31~35 

36~40 

41~43 

表 1

年

500~ 1， OOOha 

保有山林規模

500ha以下

(3家〉

(8家〉

地
代
の
癒
合
し
た
も
の
の
合
計
が
資
本
利
子
と
地
代
と

し
て
認
識
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
地
代
の

(
3
)
 

獲
得
が
経
営
の
目
的
と
さ
れ
る
。
た
と
え
土
地
所
有
者

が
素
材
生
産
部
門
に
進
出
し
よ
う
と
、
そ
の
育
林
部
門

に
つ
い
て
は
事
情
は
変
ら
な
い
。

歴
史
的
に
は
、
地
主
経
営
は
、
封
建
領
主
の
封
建
的

な
土
地
所
有
を
典
型
と
す
る
地
主
的
土
地
所
有
が
「
資

本
主
義
に
適
応
し
て
変
容
さ
せ
ら
れ
た
形
態
」
と
考
え

(4
)
 

ら
れ
る
。

鈴
木
尚
夫
氏
は
、
林
業
の
本
来
的
な
生
産
関
係
の
問

済経業林

の
生
産
的
活
動
は
低
水
準
で
あ
る
(
表
一
参
照
〉
。
困

難
な
く
確
保
さ
れ
る
農
民
労
働
力
の
範
囲
で
育
林
が
お

こ
な
わ
れ
る
た
め
で
あ
り
、
ま
た
、
育
林
が
土
地
所
有

者
(
地
代
寄
生
者
〉
の
部
分
的
な
行
為
と
し
て
、
地
代

取
得
の
延
長
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。

そ
れ
が
家
計
消
費
に
結
び
つ
く
行
為
で
あ
る
た
め
、
当

初
は
む
し
ろ
所
有
規
模
の
よ
り
小
さ
い
、
天
然
林
地
代

収
入
の
少
な
い
階
層
の
育
林
が
活
発
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
地
主
の
系
譜
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る

所
有
者
の
意
識
、
所
有
目
的
に
よ
り
活
動
水
準
に
差
違

が
あ
る
。
投
資
目
的
で
土
地
を
求
め
た
M
家
は
戦
前
か

ら
活
発
に
造
林
を
し
、
商
人
資
本
系
譜
の

A
、
J
両
家

と
も
林
地
の
造
林
地
化
に
熱
心
で
あ
る
。
ま
た
、
豪
農

的
な

B
家
の
早
く
か
ら
の
植
林
活
動
も
注
目
さ
れ
る
。

さ
ら
に
素
材
生
産
に
進
出
し
た
所
有
者
達
の
育
林
活
動

水
準
も
相
対
的
に
は
高
い
。
し
か
し
、
多
く
の
所
有
者

の
伝
来
的
な
土
地
所
有
に
寄
生
す
る
旧
土
豪
の
性
格
か

ら
し
て
、
生
産
的
活
動
の
水
準
は
低
く
、
育
林
は
土
地

所
有
資
格
の
延
長
的
な
行
為
と
し
て
認
識
さ
れ
る
に
す

ぎ
な
い
。

地
主
経
営
の
典
型
は

N
家
に
み
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
そ
の
所
有
地
は
集
落
に
接
し
て
分
散
し
て
お
り
、

作
業
量
を
限
っ
て
周
辺
集
落
の
農
民
の
共
同
労
働
に
類

似
す
る
労
働
過
程
を
年
々
維
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
造

林
を
進
め
て
い
る
事
例
で
あ
る
。

ま
た
、

山
形
村
の
巨
大
地
主
で
あ
り
戦
後
自
作
農
創

設
に
関
心
を
示
し
た
よ
り
開
明
的
な
地
主

E
家
約
ば
あ

い
、
造
林
の
労
働
組
織
の
形
成
維
持
が
可
能
で
あ
っ
た

0.26 

0.88 

1. 05 

言十

(14家〕

注) 1 所有者別森林簿より作成，森林簿によって確認できた保有山林について集計

した その面積は500ha以下層 8林家，2. 041ha， 500~1. OOOha居 3林家.2. 

082ha. 1. OOOha以上層 3林家. 6.021h3.合計19.144haである

2 新植函税率=年新他国別/保有山林回航X100.

5.2 

17.7 

21. 2 

15.5 

53. 1 

63.5 

31. 6 

76.8 

106.9 

103.9 

77.3 

265.4 

190.4 

157.9 

384. 1 

534.4 

311. 7 

26~30 

31~35 

36~40 

41~43 

26~30 

31~35 

36~40 

41~43 

1，000ha以上

(3家〕題
は
産
業
資
本
と
し
て
の
素
材
生
産
資
本
と
土
地
所
有

と
の
矛
盾
的
対
抗
の
中
に
あ
り
、
育
林
は
土
地
所
有
者

の
お
こ
な
う
土
地
改
良
に
類
似
し
た
行
為
で
あ
る
と
し

て
、
育
林
経
営
は
歴
史
的
形
態
と
し
て
の
地
主
経
営
で

(
5〉

あ
る
と
す
る
見
解
を
強
く
拒
否
し
て
い
る
。
筆
者
は
、

現
段
階
で
の
林
業
の
総
体
の
事
実
的
認
識
の
問
題
と
し

て
、
鈴
木
氏
の
業
績
を
高
く
評
価
す
る
も
の
で
あ
る
。

鈴
木
氏
の
「
育
林
資
本
は
、
利
子
生
み
資
本
と
し
て
観

念
さ
れ
、
現
実
に
そ
の
よ
う
に
機
能
す
る
」
と
い
う
精

(
6
)
 

微
な
論
証
は
説
得
的
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
が
林
業

が
、
寄
生
的
地
主

G
家
で
は
早
く
か
ら
域
内
農
民
の
流

出
を
結
果
さ
せ
、
造
林
が
自
力
で

は
進
ま
な
い
、
と
い

っ
た
事
態
が
み
ら
れ
る
の
は
興
味
が
深
い
。

こ
の
地
域
の
地
主
経
営
は
、
日
本
経
済
の
資
本
主
義

的
展
開
と
、
ま
さ
に
そ
の
過
程
そ
の
も
の
と
し
て
の
農

民
層
分
解
の
進
行
と
と
も
に
活
発
化
す
る
が
、
そ
れ
ら

過
程
の
深
化
と
と
も
に
停
滞
に
陥
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
育
林
の
地
主
経
営
は
、
ま
さ
に
地
主
の

ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
対
応
形
態
で
あ
り
そ
の
限
り
に
お
い

て
資
本
主
義
的
経
営
で
あ
る
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、

そ
れ
は
林
業
(
育
林
)
に
お
け
る
本
来
的
な
産
業
資
本

の
形
成
を
意
味
し
な
い
。
農
(
林
)
業
に
お
け
る
産
業

資
本
の
形
成
は
、

①
土
地
移
動
の
自
由

②
土
地
所
有
と
経
営
の
分
離

③
資
本
制
地
代
の
成
立

④
い
わ
ゆ
る
三
分
割
制
の
成
立

と
い
う
過
程
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
過
程
が
最
も
典

型
的
な
コ

l
ス
を
と
っ
て
展
開
し
た
イ
ギ
リ
ス
に
お
い

て
も
、
そ
の
歴
史
的
な
形
成
は
数
世
紀
に
わ
た
る
緩
慢

(
1
)
 

な
過
程
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
育
林
に
つ
い
て

は
、
そ
の
イ
ギ
リ
ス
型
の
コ

l
ス
に
対
し
て
プ
ロ
シ
ヤ

型
の
コ

l
ス
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
林
業
に
関
し
て

(
2〉

深
尾
清
造
氏
の
論
説
が
参
考
と
な
る
。

育
林
経
営
に
お
い
て
は
土
地
所
有
者
と
資
本
家
は
人

格
的
に
一
致
し
、
ま
た
そ
れ
を
前
提
と
し
て
の
み
育
林

が
お
こ
な
わ
れ
る
。
そ
の
経
営
に
お
い
て
は
、
利
潤
と

の
技
術
的
性
格
に
よ
っ
て
い
か
に
固
定
的
な
関
係
と
み

え
よ
う
と
も
、
歴
史
的
段
階
的
な
問
題
と
し
て
理
解
す

べ
き
で
あ
る
。
ま
さ
に
、
佐
野
宏
哉
氏
が
い
わ
れ
る
よ

う
に
、
「
立
木
は
利
子
生
み
資
本
の
形
態
と
し
て
適
格

(
7
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性
を
そ
な
え
て
い
る
」
。
物
神
化
の
権
化
、
そ
の
一
典

型
が
こ
こ
に
一
示
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
育
林
資
本
が

利
子
生
み
資
本
に
類
似
化
さ
れ
る
前
提
は
、
そ
れ
が
既

に
み
て
き
た
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
独
自
の
再
生
産
過

程
を
も
た
な
か
っ
た
が
故
に
機
能
的
資
本
と
し
て
の
発

展
の
内
的
契
機
が
稀
薄
で
あ
っ
た
事
実
関
係
に
あ
る
。

地
主
に
よ
る
立
木
支
配
の
私
的
・
恋
意
的
性
格
は
、
そ

の
前
提
が
崩
壊
す
る
と
き
変
更
を
迫
ら
れ
な
い
と
は
い

え
な
い
。

注

ω
椎
名
重
明
「
農
業
に
お
け
る
産
業
資
本
の
形
成
」

(
「
西
洋
経
済
史
講
座
」

E
所
収
〉
、
一
一
一
一

J
二

一一一
一頁
参
照
。

ω
深
尾
清
造
「
林
業
に
お
け
る
領
主
経
営
の
展
開
と

地
主
制
の
形
成
」
(
「
林
業
経
済
」
一
二
三
号
)
、

同
「
地
主
的
経
営
の
資
本
主
義
化
」
(
「
林
業
経
済
」

二
二
九
号
〉

。

ω
ド
イ
ツ
経
営
学
の
伝
統
と
い
え
る
地
代
と
利
潤
の

癒
合
し
た
地
主
的
な
土
地
利
用
を
対
象
と
し
た
ブ
リ

ン
ク
マ
ン
の
「
農
業
経
営
経
済
学
」
の
次
の
よ
う
な

記
述
を
参
照
さ
れ
よ
。

「
『
凡
ゆ
る
農
業
経
営
の
目
的
』
と
し
て
出
来
る

限
り
高
い
費
用
及
び
利
子
控
除
の
純
収
益
換
言
す
れ

ば
出
来
る
だ
け
高
い
地
代
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
(
大
槻
正
男
訳
本
、
一
八
J
一
九
頁
〉
。

糾
栗
原
百
寿
「
農
業
問
題
入
門
」
、
二
四
J
二
五
頁

( 12 ) ( 13 ) 



林業経済

同
例
え
ば
、
鈴
木
尚
夫
「
山
村
に
お
け
る
農
民
層
分

解
と
林
業
問
題
」
(
「
林
業
経
済
」
二
四
六
号
)
な

ど
参
照
。

ω
鈴
木
尚
夫
「
林
業
経
済
論
序
説
」
第
一
編
第
二
章

参
照
。

的
佐
野
宏
哉
「
日
本
林
業
の
構
造
分
析
試
論
」
「
(
林

業
経
済
」
一
七
五
号
)

0

五

地
主
の
積
極
的
な
対
応
形
態

地
主
は
、
そ
の
経
営
の
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
近

年
の
事
態
に
ど
う
対
応
し
た
か
。

ま
ず
、
所
有
地
の
一
部
を
県
・
造
林
公
社
・
森
林
開

発
公
団
に
貸
付
け
る
も
の
の
数
が
増
し
、
全
体
と
し
て

そ
の
面
積
を
増
加
さ
せ
て
い
る
。
そ
の
、
い
わ
ゆ
る
機

関
造
林
の
展
開
の
経
緯
に
つ
い
て
は
の
ち
に
み
る
こ
と

と
し
て
、
ま
ず
地
主
の
積
極
的
な
対
応
の
事
例
を
み
て

み
よ
う
。

L
家
は
、
昭
和
二
十
四
年
頃
よ
り
枕
木
材
の
生
産
を

は
じ
め
た
(
抜
伐
り
)
。
三
十
五
年
よ
り
皆
伐
を
開
始
、

同
年
有
限
会
社
を
設
立
し
、
ま
た
年
一

O
加
の
規
模
で

人
工
造
林
を
は
じ
め
て
い
る
。
四
十
二
年
伐
木
お
よ
び

造
林
事
業
そ
れ
に
山
林
管
理
の
管
理
組
織
を
整
備
確
立

(
課
制
|
職
員
五
人
)
、
ま
た
、
そ
れ
ま
で
の
多
数
の

人
夫
空
雇
用
か
ら
、
伐
採
夫
八
、
搬
出
夫
八
、
造
林
夫

六
の
継
続
雇
用
l
請
負
賃
金
に
よ
る
雇
用
に
き
り
か
え

た
。
こ
の
経
営
で
は
、
労
働
者
の
あ
る
程
度
の
職
種
間

流
動
就
労
に
よ
っ
て
通
年
的
雇
一
用
を
可
能
に
し
、
ま
た

育
林
作
業
量
も
と
く
に
減
少
さ
せ
ず
維
持
し
て
い
る
。

林業経済

こ
れ
ら
の
機
関
造
林
の
展
開
が
大
所
有
者
の
個
別
経

営
に
も
つ
意
義
は
大
き
な
も
の
が
あ
る
。
結
論
的
に
い

え
ば
、
機
関
造
林
の
大
規
模
な
展
開
に
よ
っ
て
、
漸
次

固
定
的
な
請
負
組
織
が
編
成
さ
れ
、
新
た
な
労
働
者
層

が
形
成
し
、
縮
小
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
き
た
地
主
に
よ

る
育
林
経
嘗
に
機
関
造
林
が
代
位
す
る
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

山
形
村
の

E
家
の
所
有
地
の
造
林
に
関
し
て
そ
の
経

緯
を
み
る
と
、
造
林
全
作
業
量
(
機
関
造
林
十
自
力
造

林
)
の
累
積
す
る
四
十
二
年
頃
労
働
力
の
質
的
変
化
が

起
っ
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
七
J
八
O
人
の
多
人
数
が
出

労
し
て
い
た
の
が
、
出
稼
の
激
増
で
人
数
が
激
減
し
、

一
方
労
働
者
の
就
労
日
数
が
増
加
し
、
顔
振
れ
が
固
定

化
し
て
き
た
。
木
炭
生
産
の
崩
壊
後
、
土
建
や
林
業
の

地
場
賃
労
働
を
流
動
す
る
農
家
の
農
閑
期
の
労
働
力

が
、
全
体
と
し
て
賃
労
働
日
数
を
増
加
さ
せ
、
造
林
作

業
に
継
続
的
に
従
事
す
る
よ
う
に
な
り
、
作
業
に
馴
れ

技
能
を
向
上
し
、
機
械
も
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

在
来
の
山
村
の
過
剰
人
口
と
い
う
存
在
を
脱
し
、
農
民

の
臨
時
的
負
労
働
や
雑
多
な
就
業
先
を
流
動
す
る
労
働

者
層
と
一
線
を
画
す
る
労
働
者
層
の
形
成
を
そ
こ
に
み

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
態
は
、
地
場
林

業
労
働
市
場
の
拡
大
と
併
行
し
て
進
ん
だ
。
こ
の
労
働

組
織
に
は
、
隣
接
部
落
さ
ら
に
は
隣
の
葛
巻
町
の
人
達

が
加
わ
っ
た
。
一
方
、
活
動
範
囲
が
全
村
あ
る
い
は
久

慈
市
に
及
ぶ
事
態
を
結
果
し
た
。
久
慈
市
の

A
家
で

は
、
周
辺
の

日
雇
に
頼
む
よ
り
、
日
当
は
高
く
て
も
得

で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
労
働
組
織
に
自
力
の
造
林
を
任

育
林
労
働
者
の
労
働
管
理
は
職
員
が
お
こ
な
う
が
、
み

な
森
林
組
合
の
労
務
班
員
で
あ
り
、
著
し
い
限
定
性
が

つ
き
ま
と
う
に
し
て
も
、

経
営
は
造
林
を
含
め
全
体
と

し
て
中
小
企
業
レ
ベ
ル
に
達
し
た
も
の
と
み
な
さ
れ

る
。
素
材
生
産
へ
の
進
出
を
契
機
と
す
る
、
地
主
の
よ

り
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
な
対
応
の
事
例
で
あ
ろ
う
。

こ
の
事
例
に
つ
い
て
、
そ
の
育
林
経
営
を
資
本
主
義
的

経
営
と
、
前
記
論
文
お
よ
び
研
究
会
の
席
で
述
べ
た
。
勇

み
足
で
は
な
い
か
と
の
質
問
を
受
け
た
が
、
そ
れ
を
認
め

ざ
る
を
得
な
い
。
育
林
に
関
し
、
依
然
地
主
経
営
の
範
囲

に
属
す
る
こ
と
、
既
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

次
の
対
応
類
型
は
、

B
、

c、
D
、

I
家
の
経
営
に

み
ら
れ
る
。
間
伐
を
含
め
た
中
小
径
木
の
伐
出
と
育
林

を
併
せ
た
作
業
を
家
族
と
一

J
二
人
の
年
雇
を
中
核
と

し
数
人
の
継
続
的
な
い
し
断
続
的
雇
用
の
労
働
力
で
編

成
さ
れ
た
労
働
組
織
で
こ
な
す
富
農
的
形
態
と
も
い
う

べ
き
経
営
で
あ
る
。
何
れ
も
チ
ェ
ン
ソ

l
、
刈
払
機
な

ど
小
機
械
を
使
用
し
、
ト
ラ
ッ
ク
や
ジ

1
プ
に
ウ
イ
ン

チ
を
つ
け
て
使
用
す
る
例

(
C、
-
家
)
を
含
ん
で
い

る
。
農
民
労
働
力
の
流
出
に
対
応
し
、
資
本
主
義
的
小

経
営
と
し
て
経
営
を
再
編
し
た
事
例
で
あ
る
。
亜
種
と

し
て
育
林
の
み
を
お
こ
な
う
J
家
の
例
、
製
炭
経
営
を

お
こ
な
う
K
家
の
例
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
何
れ
も
が

(L
家
の
ば
あ
い
を
含
み
、
所
有

規
模
の
小
さ
い

B
家
を
除
き
)
、
所
有
地
の
一
部
を
機
関

造
林
に
付
託
し
、
経
営
地
を
経
営
内
に
確
保
で
き
る
労

働
力
の
範
囲
に
限
定
し
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
点
る
。

経
営
の
性
格
を
表
現
す
る
事
実
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

し
て
い
る
。
な
お
、

E
家
の
自
力
造
林
は
、
む
し
ろ
こ

の
労
働
組
織
維
持
の
た
め
、
県
行
造
林
の
計
画
に
補
完

的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
の
み
か
、
機
関
造
林
の

労
働
組
織
の
形
成
が
、
自
ら
の
資
金
に
よ
る
造
林
開
始

の
契
機
に
な
っ
て
い
る
。

岩
手
県
で
は
、
機
関
造
林
の
労
働
組
織
と
し
て
、
県

行
造
林
の
そ
れ

(造
林
事
業
協
同
組
合
傘
下
)
と
森
林

組
合
労
務
班
の
二
系
統
が
あ
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
何
れ
に
も
属
さ
な
い
も
の
も
少
な
く
な
い
。

労
働
力
と
労
働
過
程
の
タ
イ
プ
と
し
て

は
、
概
括
的

に
い
え
ば
、
半
農
型
労
働
者
に
よ
り
編
成
さ
れ
る
農
民

の
共
同
労
働
的
労
働
組
織
と
、
専
業
ま
た
は
そ
れ
に
近

い
労
働
者
の
固
定
的
な
労
働
組
織
の
二
つ
に
分
け
る
こ

と
が
で
き
よ
う
。
後
者
の
タ
イ
プ
の
シ
ェ
ア
の
拡
大
が

近
年
の
傾
向
で
あ
っ
た
。
森
組
労
務
班
は
、
地
域
に
お

い
て
は
後
発
的
形
態
で
あ
り
半
農
型
の
性
格
の
よ
り
強

い
労
働
者
が
多
い
が
、
後
者
の
タ
イ
プ
の
も
の
も
み
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

機
関
造
林
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
資
本
制
的
諸
関

係
を
進
展
さ
せ
、
地
主
経
営
に
代
位
し
た
。
自
ら
の
経

営
部
分
を
再
編
成
し
、
新
た
な
事
態
に
対
応
し
よ
う
と

す
る
も
の
も
少
な
く
な
か
っ
た
が
、
共
通
し
て
、

遠
隔

地
・
飛
地
を
機
関
造
林
に
付
託
し
、
単
な
る
地
代
取
得

者
と
な
る
事
態
が
み
ら
れ
た
(
表
二
参
照
)
。

機
関
造
林
は
資
本
主
義
的
諸
関
係
を
推

し
進
め
た

が
、
幾
つ
か
の
間
題
点
が
指
摘
で
き
る
。
矛
盾
点
の
第

一
は
、
生
産
力
の
現
段
階
を
反
映
し
土
地
所
有
の
制
約

か
ら
免
れ
え
な
い
こ
と
で
あ
る
。
生
産
期
間
の
長
期
性

-'-，、

機
関
造
林
の
展
開

岩
手
県
に
お
い
て
も
、
昭
和
三
十
年
代
後
半
以
降
の

私
営
造
林
の
お
ち
こ
み
を
下
支
え
す
る
も
の
が
、
森
林

開
発
公
団
・
県

・
造
林
公
社
な
ど
公
的
機
関
に
よ
る
、

い
わ
ゆ
る
機
関
造
林
で
あ
っ
た
。

久
慈
市
お
よ
び
九
戸
・
二
戸
両
郡
は
、
公
団
造
林
が

少
な
い
が
、
県
行
造
林
は
県
平
均
の
レ
ベ
ル
で
進
み
、

公
社
造
林
も
急
速
に
の
び
て
き
た
。
地
域
の
大
山
林
所

有
者
の
林
地
に
も
、
二
十
五
年
水
源
泊
養
県
行
造
林
、

一二十
五
J
六
年
新
県
行
造
林
へ
の
再
編
成
・
公
団
造
林

の
開
始
、
そ
れ
に
四

0
年
代
の
県
・
公
社
造
林
の
拡
大
と

い
う
一
一
一
段
の
施
策
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
及
ん
で
い
る
(
図

一)。
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か
ら
す
る
利
潤
率
の
低
さ
は
公
的
投
資
だ
か
ら
関
わ
れ

ず
、
そ
の
意
味
で
こ
そ
投
資
が
さ
れ
る
も
の
の
、
所
有

地
片
の
零
細
と
契
約
の
締
結
お
よ
び
更
新
の
恐
意
性
の

二
点
で
、
対
象
地
は
分
断
さ
れ
生
産
万
の
発
展
は
著
し

く
制
約
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
機
関
造
林
は
、
所
詮
、

資
源
造
成
的
投
資
で
あ
り
、
地
主
対
資
本
の
矛
盾
対
立

関
係
に
お
け
る
国
家
独
占
資
本
主
義
段
階
で
の
妥
協
的

結
節
点
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う。

こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る

「
三
分
割
制
」
を
形
態
的
に
推
し
進
め
そ
の
意
義
を
部

分
的
に
先
取
り
は
ず
る
も
の
の
、
地
代
の
高
額
(
収
益

分
収
で
四

O
%
)
、
固
に
よ
る
地
方
財
政
・
公
営
企
業

の
締
め
つ
け
に
よ
っ
て
、
機
関
造
林
の
資
本
・
賃
労
働

関
係
に
商
人
資
本
的
性
絡
が
強
く
付
与
さ
れ
る
。
岩
手

県
で
は
、
県
行
造
林
契
約
対
象
地
の
零
細
化
に
つ
れ
管

理
事
務
が
累
積
す
る
一
方
職
員
が
削
減
さ
れ
は
し
て
も

ふ
え
る
こ
と
が
な
く
、
直
営
か
ら
請
負
さ
ら
に
委
託
と

い
う
方
式
に
進
ん
だ
。
労
働
者
低
賃
金
は
相
変
ら
な

、しV

七

展

望

地
主
に
よ
る
個
別
的
な
積
極
的
な
対
応
形
態
お
よ
び

機
関
造
林
は
、

山
村
の
資
本
制
的
関
係
を
推
進
し
た

が
、
そ
れ
ら
は
今
後
い
か
な
る
展
開
を
み
せ
る
だ
ろ
う

カ
地
域
の
林
業
労
働
力
は
、
労
働
者
の
多
数
が
自
身
の

農
繁
期
就
農
を
前
提
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ね
規
模
の
農

地
を
も
ち
(
中
農
層
が
少
な
く
な
い
)
、
家
族
構
成
か
ら

( 14 ) ( 15 ) 
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表2

5 

3 

5 

3 

8 

8 

8 

面積
林家

A 

B 

D 

E 

G 

H 

C 

F 

し
て
出
稼
に
出
ら
れ
な
い
、
年
令
的
に
は
中
高
年
令
層

あ
る
い
は
女
子
、
と
い
う
よ
う
に
著
し
く
地
域
滞
留
性

の
高
い
労
働
力
で
あ
る
。

林
業
労
働
市
場
は
、
大
き
く
は
、
大
企
業
の
臨
時
工

・
日
一
履
工
、

下
請

・
中
小
企
業
、
土
建
、
農
林
業
な
ど

の
不
安
定
雇
用
、
低
賃
金
を
特
徴
と
す
る
労
働
市
場
に

包
含
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
我
が
国
特
有
の
中
核
的
産

業
に
お
け
る
年
功
序
列
終
身
雇
用
型
労
働
市
場
を
前
提

的
に
お
き
、
そ
の
基
礎
を
な
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の

と
う
り
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
な
「
新
た
な
賃
労
働
者
層

の
形
成
」
は
、
あ
く
ま
で
こ
の
よ
う
な
枠
組
の
中
で
の

農
民
層
分
解
賃
金
労
働
者
化
で
あ
る
こ
と
に
充
分
注

意
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の
上
部
構
造
と
し
て

3 

7 

注) 1 面部および比率は，いずれも階層によって示した 階

府区分は，面杭は 1... 0 -50ha， 2 ...50-100ha， 3..・
100-200ha， 4 ...200-300ha， 5 ...300-500ha， 6 

500-1， OOOha， 7...1， 000-2， OOOha， 8 ...2，000-3，000 
ha，比率は， 1 ・0-10%，2...10-20%， 3...20-30 

%， 4・30-40%，5...40-50%， 6...50-60%， 7 
60-703払 8...70-80%，

2 ④は，昭和43年県作成のj!j;林簿による面前から，その

後契約の機関造林面積を差し引いたもの 森林i専によっ

て保有が磁認できたもののみであるから実態からはなれ

るばあいがある.

3 ⑤，⑥は，上記森林簿の人工林および針葉樹林而ll'lを

③で除して算出したものである.
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6 
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L 

は
、
資
源
政
策
、
土
地
所
有
を
想
起
し
て
よ
い
で
あ
ろ

〉
円
ノ
。

こ
こ
で
、
昭
三
十
九
J
四
十
年
の
戦
後
最
大
と
い
わ

れ
る
不
況
が
、
我
が
国
の
高
度
経
済
成
長
の
起
動
力
と

な
っ
た
過
当
競
争
的
体
質
に
ピ
リ
オ
ド
を
打
ち
、
都
市

銀
行
の
合
併
を
含
む
新
し
い
寡
占
体
制
の
確
立
を
結
果

し
た
こ
と
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ま
で

幾
分
と
も
縮
小
傾
向
を
み
せ
て
い
た
各
種
賃
金
格
差
l

企
業
規
模
聞
の
賃
金
格
差
、
常
用
労
働
者
の
日
一雇
労
働

者
に
対
す
る
賃
金
格
差
な
ど
が
再
び
拡
大
す
る
傾
向
が

(
l

)
 

定
着
し
た
。
そ
の
一
方
、
初
任
給
の
上
昇
、
大
企
業
の

組
織
労
働
者
の
賃
金
上
昇
は
著
し
い
も
の
が
あ
る
。
イ

ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
ま
す
ま
進
行
す
る
で
あ
ろ
う
。
林

業
労
働
者
は
ま
ず
ま
ず
困
難
な
事
態
に
追
い
こ
ま
れ
る

に
違
い
な
い
。
経
済
の
不
況
期
に
還
流
す
る
労
働
力
は

あ
る
に
し
て
も
、
長
期
的
に
は
、
林
業
労
働
者
は
補
充

さ
れ
ず
、
老
令
化
は
必
歪
で
あ
る
。
地
場
の
狭
小
な
労

働
市
場
を
前
提
と
す
る
地
主
の
資
本
主
義
的
経
営
も
、

全
体
と
し
て
は
先
細
り
で
あ
る
。
安
上
り
の
資
源
政
策

の
再
検
討
を
促
す
と
と
も
に
、
組
織
労
働
者
の
運
動
に

お
け
る
日
雇
労
働
者
層
の
前
途
に
対
す
る
配
慮
を
望
み

た
い

注

ω
昭
和
四
十
七
年
度
「
労
働
白
書
」
の
付
表
、
た
と

え
ば
第
三
二
表
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。




